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コミュニティ・センターの使用方法等の緩和について 

 

コミュニティ・センター（以下「コミセン」という。）の使用につきまして

は、新型コロナウィルス感染拡大防止対策にご協力いただきありがとうござ

います。 

新型コロナウィルスの感染状況を踏まえ、コミセンについても、一定の条

件を設けながら、使用方法等を緩和することとします。 

コミセンは学校施設を共用、もしくは学校と隣接する施設であることから、

安定した学校教育活動を優先しながら今後も段階的に使用条件を緩和して

まいります。 

感染防止の取り組みに、引き続き皆さまのご理解とご協力をいただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

  

記 

 

１ 緩和する主な事項 

⑴ 飲食を伴う活動について、条件付きで使用可能とします。 

⑵ 使用人数は、施設（部屋）の定員までとします。 

※ 施設の定員については、使用されるコミセンに確認してください。 

 

２ 使用時の感染防止について 

  使用時は「コミセンを使用される方へのお願い」のとおり、引き続き感

染対策に取り組んだ上で使用してください。 

 

３ 緩和の開始日 

令和３年１０月２６日（火） 


